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佐賀県警察科学捜査研究所技術職員によるＤＮＡ型鑑定での不正行為を強く非難す

るとともに、再発防止に向けた第三者機関による調査・報告等を求める理事長声明 

 

２０２５年（令和７年）９月８日、佐賀県警察は、科学捜査研究所職員が約７年

にわたり、実施していないＤＮＡ型鑑定の虚偽報告等、１３０件の不正行為(以下、

「本件不正行為」という。)を公表した。個別事件への深刻な影響はもちろん、刑事

司法全体への信頼を失墜させる重大な不祥事である。 

そうであるにもかかわらず、佐賀県警察は、再鑑定、佐賀地方検察庁や佐賀地方

裁判所の協力を得た内部調査の結果、捜査や刑事公判への影響はなかったと断じ、

第三者による調査は不要と主張している。客観性を欠く内部調査のみを根拠に幕引

きを図ろうとする佐賀県警察の対応は全く容認できない。 

ＤＮＡ型鑑定は、捜査および公判で被疑者・被告人と犯人の同一性を立証するた

めの有力な証拠となる異同識別の科学的手法であり、高度の専門性と中立性によっ

て信頼性が担保されなければならない。無実の者に対する誤判を防ぎ、真犯人を特

定して適正な処罰を行うためには、鑑定手続の公正かつ厳正な実施が不可欠である。 

ところが、２０２５年（令和７年）９月９日付佐賀県弁護士会長声明によれば、

佐賀県警察は元被疑者・被告人や弁護人に対する意見聴取はおろか、本件不正行為

について事前の通知すら行わないまま「影響なし」「問題はない」と結論づけた。 

虚偽証拠の作出は憲法第３１条が保障する適正手続に反し、刑事訴訟法の目的で

ある真実発見を妨げる行為である。虚偽証拠による裁判は刑事訴訟法第４３５条第

１号に定める再審事由である。佐賀県警察の対応は、本件不正行為が刑事司法制度

への信頼を著しく損なう重大な問題であることを軽視した極めて粗雑なものである。 

佐賀県警察が約７年にわたり、本件不正行為を見逃してきたことは、内部チェッ

ク体制の脆弱さの現れである。科学捜査部門が警察組織に従属し、独立性を保てて

いないことに根差した構造的欠陥であり、警察の内部調査のみでは組織的背景を含

めた真相や原因の究明は不可能である。 

佐賀県警察は、独立した第三者機関によって、本件不正行為が発生した原因、７

年以上も発覚しなかった原因、ＤＮＡ型鑑定を含む科学捜査に従事する職員の業務

量や定員規模の妥当性、決裁業務の適切性等、再発防止の核心に関わる十分な検証

を受けるべきである。本年１０月２日、佐賀県議会は本件不正行為について独立性、

透明性、専門性を備えた第三者による調査などを求める決議を全会一致で採択した。

県議会が捜査機関から独立した第三者による調査を明確に要求し、県公安委員会や

警察庁の特別監察では不十分であると判断した事実を重く受け止めるべきである。 

 この問題は佐賀県警察に限られない。過去には、和歌山県警においても、２０１

２年（平成２４年）８月に和歌山県警科学捜査研究所の当時の主任研究員による鑑

定書類の捏造が発覚した。また、２０２４年（令和６年）９月２６日に再審無罪判

決が宣告された静岡一家殺害・放火事件（いわゆる袴田事件）でも証拠捏造が指摘

された。捏造が長期間発覚せず、人を罪に問う証拠として用いられ得る現実は、え

ん罪防止の観点から看過できない。国民の刑事司法制度に対する信頼を回復するた
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めには、捜査の適法性を担保する制度的枠組みが必要である。国会は速やかに犯罪

捜査記録の管理及び保管の義務付け及び全面的な証拠開示制度を法制化すべきであ

る。 

以上を踏まえ、当連合会は佐賀県警察、国家公安委員会、警察庁及び国会に対し、

以下の事項の速やかな実施を申し入れる。 

１ 佐賀県警察に対し 

（１）本件不正行為全件について再鑑定を含む調査結果をすべて公表すること。 

（２）元被疑者・被告人及び弁護人、被害者ら関係者に適切な情報提供を行うこと。 

２ 国家公安委員会及び警察庁に対し 

（１）独立した第三者機関による調査委員会を直ちに設置し、本件不正行為の事実

関係、原因及び影響を徹底的に解明すること。 

（２）全国規模で第三者調査委員会を設置し、各都道府県警察科学捜査研究所にお

ける不正の有無を緊急に調査すること。 

（３）ＤＮＡ型鑑定等の科学捜査を担当する機関を警察から独立させ、中立性を確

保する制度改革を行うこと。 

（４）鑑定試料の保存義務を法制化し、再鑑定による事後的検証を可能とする制度

を整備すること。 

３ 国会（衆議院及び参議院）に対し 

犯罪捜査記録の管理・保存を義務付ける規定及び全面的証拠開示制度の法制

化について速やかに審議し、立法措置を講ずること。 

 

２０２５年（令和７年）１１月１９日 

近畿弁護士会連合会 

   理事長 福 田 健 次 


